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特定健康診査等の受診率を高めることにより健康管理への関心を高めることで、疾病予防に繋げ、また疾病の重症化を
防ぐことで、医療費抑制を図る。

特定健診等の受診または人間ドックの受診を勧奨し受診率を高めることで、医療費の抑制を図る。

貢
献
度

今
後
の
方
向
性

国民健康保険制度を適正に運用する社会保障
共生共感都市

施
策
の
大
綱

国民健康保険事業勘定特別会計

事業： 疾病予防事業 1235

08

整理
番号

施策分野(節) 施　　　　　策まちづくりの目標(章)

01第2章

目

的

総
合
評
価

妥当性

効率性

有効性

施策に対する
事業貢献度

根

拠

B

国民健康保険制度を適正に運用した。

B

事業目的達成のため、適正な手段・経費
で当事業を実施した。

A

B

B

目

標

特定健康診査や特定保健指導、総合健康診断の実施により、生活習慣病を予防や重症化の防ぐ。また医療費抑制を図
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特定健康診査等の受診により、生活習慣病の予防し重症化を防ぐことにより、医療費を抑制する。
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事業：疾病予防事業                                

１．疾病予防事業 

特定健康診査や特定保健指導、総合健康診断の実施により、健康管理への関心を高め、生活習慣病の予防や重症

化の防止に努めた。 

 

 

 

 

 

細事業：特定健康診査等事業                             

１．特定健康診査等事業 

 

(1) 特定健康診査・特定保健指導の実施 

生活習慣病予防のため、特定健康診査を実施し、特定健康診査の結果から、生活習慣の改善の必要性に応

じて階層化（選別）を行い、積極的支援・動機付け支援が必要な対象者に対して利用券を送付し特定保健指

導を実施した。 

① 定健康診査 

特定健康診査受診対象者２４，７２０人に受診券を送付し、８，３９２人が受診した。 

② 特定保健指導 

・対象者に対して、保健師・管理栄養士による特定健康診査の結果説明や、生活習慣改善のための栄養指

導・運動指導を行った。また未利用者には電話勧奨を行った。 

 積極的支援 動機付け支援 計 

対象者数（人） １７０ ６８５ ８５５ 

初回面接実施者数（人） １５ ８５ １００ 

保健指導実施者数（人） ２６ １６０ １８６ 

 

(2) 特定健診・特定保健指導未受診者等対策及び早期介入事業の実施 

特定健康診査の未受診者に対して、未受診理由の聞き取りと、今年度の受診率向上を図るため 14,512 世

帯に健診案内の実施を行った。また、電話による受診勧奨と未受診理由等の聞き取りを行い、個々の未受診

理由に応じたアプローチを行った。 

(荷電件数 4,314件) 

また、早期介入事業として、特定健診受診者のうち、動機づけ支援、積極的支援レベルにならなかった人

のうち希望者 76人にヘルスアップ教室を実施した。 

 

(3) 特定健診等実施計画策定業務の実施 

「高齢者の医療の確保に関する法律」第１８条第１項の「基本的な指針」（特定健康診査等基本指針）に

基づき、同法第１９条第１項に規定されている「特定健康診査等の実施に関する計画」として特定健康診査

等実施計画を策定した。 


